
肝炎対策の一層の推進について  
平成19年度概算要求額 81億円（18年度予算 53億円）  

24億円（11億円）  3．治療水準の向上（診療体制の整備、治療方法等の研究開発）   

（D診療体制の整備  

・都道府県において、中核医療施設として「肝疾患診療連携拠点病院（仮称）」を整備し、  
「肝疾患診療連携拠点病院（仮称）等連絡協議会」を設置するとともに、患者、キャリア  
からの相談等に対応する体制（相談センター）を整備する。  

② 医療の質の向上  

－ケノテイカルパス等の導入により医療の質の向上を図る。  
・肝がんへの進行予防等、総合的なガイドラインを策定する。  
・肝炎の医療に従事する者の資質の向上のための研修を行う。  

③肝疾患の新たな治療方法等の研究開発  
・テーラーメイド治療への応用に関する研究等  

④肝炎治療等に関する開発・薬事承認・保険適用等の推進  

・治療薬等の研究開発の状況に応じて、速やかな薬事承認・保険適用を進める。  

○ 肝炎対策関連予算  

・肝臓移植を含めた医療の推進  

・肝臓の再生医療や臓器移植に関する研究等の充実   

肝炎対策関連予算を含む平成19年度概算要求額   97億円（18  

1  

67億円   
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